
議案第３５号

木津川市立幼稚園条例の一部改正について

木津川市立幼稚園条例（平成１９年木津川市条例第８７号）の一部を別紙のとおり

改正する。

令和４年６月６日提出

木津川市長 河井 規子

提案理由

令和４年３月に策定した「木津川市公立幼稚園再編実施計画」に基づき、所要の改

正を行うものです。



木津川市条例第 号

木津川市立幼稚園条例の一部を改正する条例（案）

木津川市立幼稚園条例（平成１９年木津川市条例第８７号）の一部を次のように改

正する。



（下線部分は改正部分）

附 則

この条例は、令和７年４月１日から施行する。

改正後 改正前

（名称及び位置）

第２条 幼稚園の名称及び位置は、次のとおりとする。

（名称及び位置）

第２条 幼稚園の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 位置

（略） （略）

名称 位置

（略） （略）

木津川市立高の原幼稚園 木津川市兜台４丁目４番地２



政策等の形成過程の説明資料

議 案 名 議案第３５号 木津川市立幼稚園条例の一部改正について

担 当 課 こども宝課 すくすくこども係

提案事項の概要等
（必要性、効果等）

就学前の児童を取り巻く環境は、少子高齢化、女性の社会進出

や幼児教育・保育の無償化等により保育ニーズや私立幼稚園ニー

ズは益々増加する一方、公立幼稚園の園児数は減少し、施設規模

に対する小規模化の進行が見込まれます。

これらの状況を踏まえ、令和４年３月に策定した「木津川市公

立幼稚園再編実施計画」に基づき、所要の改正を行うものです。

提案に至るまでの経緯

・子ども・子育て会議、教育委員会議等で再編実施計画（案）を
審議

・パブリックコメント実施（令和３年１２月２７日～令和４年１
月２６日）

・再編実施計画策定（３月２８日教育委員会）
・教育委員会（４月１１日）、政策会議（４月２７日）

市 民 参 加 の 状 況

■有 □無

・再編実施計画（案）に係るパブリックコメントを実施
意見提出者：３１名 意見数：８６件

市総合計画の位置付け

基 本 方 針
１ ともに「学び」「喜び」「成長し」未来を生きる
子どもを育むまちづくり

政 策 分 野 １ 子育て

施 策
③ 乳幼児期の教育・保育サービス
ア．乳幼児期の教育・保育サービスの充実

概 算 事 業 費
( 単 位 : 千 円 )

□単年度（ 年度）
□複数年度（ 年度）

将来にわたる効果及び
経費の状況

就学前児童の利用する施設の動向を踏まえ、市全体の幼児教
育・保育環境を整え、教育・保育内容の充実を図ります。


